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コンサルタント等契約における
「インボイス制度導入に伴う請求書等の様式変更」について

日時：2023年9月21日 14：00～15：00

説明会次第

1. 説明

2. 質疑応答

国際協力機構

調達・派遣業務部
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内容

1. インボイス制度

2. 適格請求書（インボイス）の対象

3. 様式の変更：適格請求書記載事項、契約金相当額計算書

4. 留意事項等



１．インボイス制度
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2023年10月1日から導入される消費税の申告制度であり、仕入税額控除
の仕組みの一つです。
 適格請求書発行事業者（＝インボイス事業者）は、消費税の課税取引
につき、適格請求書を発行する必要があります。

 請求書の受領側（発注者：JICA）は、消費税の還付のために、課税
仕入につき適格請求書を入手し、保存する必要があります。

※JICAは、消費税の課税事業者であり、適格請求書発行事業者です。

契約における課税仕入とは：
JICAが、受注者より消費税の課税対象となる業務の成果を受け、受注者に
対しその対価を支払うことです。

※インボイス制度全般の説明は国税庁の特集インボイス制度を参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


２．適格請求書（インボイス）の対象

3

適格請求書の対象は、
 課税契約（一部不課税契約における課税対象を含む）において、
報告書などの成果品を受領し、その対価として支払う、部分払及び
精算払の請求書

※参考：JICAの会計処理上では、成果品を受けてそこまでの業務の実施を確認して初めて消費税
を認識して処理しますので、業務実施前に支払う前金払や概算払については消費税は認識していま
せん。

JICA請求書の様式うち、
部分払及び精算払の請求書を「適格請求書記載事項」を満たす様式
に変更します。



３．様式の変更：適格請求書記載事項
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 適格請求書（インボイス）：以下の記載事項が必要となり、
部分払及び精算払請求書には、支払金額とは別に成果品
により確認した「業務の対価」を記載します。

※現行の支払額、振込先などは支払情報として2枚目に記載します。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 業務の対価の業務の内容

③ 業務の対価について、業務が完了した年月日

 部分払請求書：業務部分完了届の提出日よりも前の日付

 精算払請求書：業務完了届の提出日よりも前の日付

④ 業務の対価の税抜額及び適用税率、

 部分払請求書：

今回部分払の「契約金相当額（税抜）」×（9/10）

 精算払請求書：

精算確定額より各部分払時の「契約金相当額（税抜）」×（9/10）を
算出し、その合計額を差し引いた額

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【適格請求書記載事項】



３．様式の変更：契約金相当額計算書
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 契約金相当額計算書
部分完了に伴う業務の対価（消費税抜き）の計算式：「契約金相当額（税抜）」×（9/10）を追加



３．様式の変更：契約金相当額計算書（一部不課税）
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 契約金相当額計算書（一部不課税）
部分完了に伴う業務の対価（消費税抜き）の計算式：

「契約金相当額（税抜）」×（9/10）及び課税業務金額を追加



４．留意事項等
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登録番号を取得していない法人や個人事業主については、登録番号の記載は不要
ですが、その他の記載は、JICAが経過措置の適用を受けるために必要となります。
共同企業体としての登録番号は不要です。請求書を提出する社の登録番号を記載
してください。
現在実施中の案件で、2023年10月以降に精算払の請求書を提出し、かつ、

2023年9月までに部分払がある場合においても、請求書へ業務の対価として、「精
算確定額」より各部分払時の「契約金相当額（税抜）」×（9/10）を算出し、そ
の合計額を差し引いた額を記載する必要があります。
経理処理ガイドラインに記載している「領収書の要件」の変更はありません。
これまでの契約金相当額計算書では、 「契約金相当額（税抜）」×（9/10）を
明記していないため、別途、合計額算出様式を作成しましたので参考としてください。
※参考：業務の対価合計額算出様式



５．問い合わせ窓口
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問い合わせ窓口：
 契約・派遣制度課：outpd@jica.go.jp
コンサルタント等契約におけるインボイス制度への対応について

 業務支援チーム 支払班：outm1_shiharai@jica.go.jp
請求書、契約金相当額計算書の記載方法

mailto:outpd@jica.go.jp
mailto:outm1_shiharai@jica.go.jp
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